
 

肖像権使用に関する同意事項 
 
 
私は、松前町、並びに株式会社ウェイビー及び松前町、並びに株式会社ウェイビーの指定し

た第三者（以下「町等」といいます。）に対して、町等が私の肖像等を撮影した画像及び動画（以下
「本画像等」といいます。）を無償で使用することにつき十分に理解し、以下のことを同意します。 
 
第 1 条​（使用許可） 
町等に対し、本画像等が、放送、宣伝・広告、印刷、商品、各種メディア（USBメモリ、インター
ネット等）その他あらゆる媒体において、町等が定める目的及び用途のために、使用期間及び使
用地域を問わず公表、コピー等の複写・複製、出版、編集、脚色、加工、光学的創作、変形、変
換等の方法により使用されることについて、同意します。私の著作権が本画像等に含まれている
場合、当該著作権の記者に対する権利行使を放棄します。 

 
第 2 条​（対価・提供等） 
本画像等のデータ、これを出力した印刷物等、並びに本画像等を使用した町等の作品及び関連
品等の提供を求めず、また、本画像等の使用による経済的対価を求めません。 

 
第 3 条​（異議申立て等の放棄） 
本画像等が使用されているいかなる用途においても、その使用方法について異議申立てを行う
権利を放棄します。本画像等の使用の差止めや媒体の回収についても要求しません。 

 
第 4 条​（責任等） 
町等が、本画像等の撮影時並びに撮影後の処理過程中及びその公表等の際に意図的である
か否かにかかわらず作成され又は発生した、表示等の変形、変質、歪み、視覚的錯覚その他の
使用に起因する損害等に関し、肖像権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損等理由の一切を問わ
ず、責任を追及しません。 

 
第 5 条​（保証） 
私は成人であり、本同意書に署名する完全な行為能力を有していること、反社会的勢力に該当
しないこと、本同意書に記載した内容について偽りがないこと、及び、当該同意により、本画像等
の使用について私又は第三者から、クレーム等の異議申し立てが一切なされないことを保証し
ます。 

 
第 6 条​（準拠法・管轄） 
本同意書は日本法に準拠し、万一本同意書に関し紛争が生じた場合には、貴社の本店所在地
を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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